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平成３０年第５回岐阜県議会定例会提出議案（条例その他）

（平成３０年１２月５日）

議第１２８号 知事及び副知事の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
[担当課：人事課]

１ 知事、副知事、教育長、県議会議員及び常勤の監査委員の期末手当の支給割合
を次のとおり０．０５月分引き上げるとともに、６月期と１２月期の支給割合を
均等にする。
※ 期末手当の算定方法：基準日（６月１日又は１２月１日）の給料月額×１．２×支給割合

現 行 改 定 後 備 考

４．２５月 ４．３０月 ※ 平成30年度は、12月期で

調整

6月：2.05月 6月：2.15月 6月：2.05月

12月：2.20月 12月：2.15月 12月：2.25月

２ その他所要の規定の整理を行う。

（１のうち平成３０年度分は公布の日から起算して１月を超えない範囲内
において規則で定める日から、その他は平成３１年４月１日から施行）

資料４
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議第１２９号 岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部を改正す
る条例について

[担当課：人事課]

１ 岐阜県人事委員会の平成３０年１０月１２日付けの給与についての勧告に鑑み、
次のとおり所要の規定の整備を行う。

⑴ 行政職給料表について、若年層に重点を置いて平均０．１６％（５７６円）
引き上げる。また、その他の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本
に引き上げる。

⑵ 医師・歯科医師の初任給調整手当について、支給月額の上限額を４００円引
き上げる（改定後：３６８，８００円）。

⑶ 勤勉手当及び期末手当について、支給割合を次のとおり０．０５月分引き上
げる。

区 分 現 行 改 定 後 備 考

１．８０月 １．８５月 ※ 平成30年度は、

一般職員 12月期で調整

（勤勉手当） 6月：0.90月 6月：0.925月 6月：0.90月

12月：0.90月 12月：0.925月 12月：0.95月

２．２０月 ２．２５月 ※ 平成30年度は、

管理・監督職員 12月期で調整

（勤勉手当） 6月：1.10月 6月：1.125月 6月：1.10月

12月：1.10月 12月：1.125月 12月：1.15月

３．３０月 ３．３５月 ※ 平成30年度は、

任期付研究員・ 12月期で調整

任期付職員 6月：1.65月 6月：1.675月 6月：1.65月

（期末手当） 12月：1.65月 12月：1.675月 12月：1.70月

⑷ 期末手当の６月期と１２月期の支給割合を均等にする。

区 分 現 行 改 定 後

２．６０月 ２．６０月

一般職員
6月：1.225月 6月：1.30月

12月：1.375月 12月：1.30月

２．２０月 ２．２０月

管理・監督職員
6月：1.025月 6月：1.10月

12月：1.175月 12月：1.10月
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⑸ 宿日直手当について、支給上限額を次のとおり引き上げる。

支給上限額（勤務１回につき）
勤務の内容

現 行 改 定 後

通常の宿日直勤務 ４，２００円 ４，４００円

入院患者の病状の急変等に対処するため ２０，０００円 ２１，０００円
の医師又は歯科医師の宿日直勤務

その他特殊な業務を主として行う宿日直 ７，２００円 ７，４００円
勤務

２ 特殊勤務手当のうち、夜間看護等手当（※）について、勤務１回当たりの支給
上限額を５００円引き上げる（改定後：７，３００円）。
※ 看護師等の夜間の勤務に対する手当

（１（３）（平成３０年度分を除く。）及び（４）は平成３１年４月１日から、その
他は公布の日から起算して１月を超えない範囲内において規則で定める日から施行）
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議第１３０号 岐阜県中小企業資金融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放
棄に関する条例の一部を改正する条例について

[担当課：商業・金融課]

産業競争力強化法の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う。

（公布の日から施行）

議第１３１号 岐阜県農林関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について
[担当課：畜産課]

農業災害補償法施行規則の全部改正に伴い、所要の規定の整理を行う。

（公布の日から施行）

議第１３２号 伊自良川橋上部工事の請負契約の変更について
[担当課：都市整備課]

交通誘導員の減少等に伴い、契約金額を減額する。

契約金額 変更前 １，８２５，２００，０００円
変更後 １，７７６，１８３，１２０円

（△４９，０１６，８８０円）

※ 当初の契約内容

１ 契 約 の 相 手 方 安部日鋼・昭和特定建設工事共同企業体

２ 工 事 の 場 所 都市計画道路長良糸貫線

岐阜市正木地内

３ 工 事 の 概 要 橋りょう上部工

延長 ２０８.００メートル

幅員 ２３.３０メートル

４ 契 約 年 月 日 平成２７年１２月２４日
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議第１３３号 障がい者総合就労支援センター建築工事の請負契約について
[担当課：公共建築課]

１ 契約の目的 障がい者総合就労支援センター建築工事

２ 契約の方法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 ６９２，２８０，０００円

４ 契約の相手方 大日本・岐建特定建設工事共同企業体
構成員
岐阜市宇佐南１丁目３番１１号
大日本土木株式会社

大垣市西崎町２丁目４６番地
岐建株式会社

５ 工事の場所 岐阜市学園町地内

６ 工事の概要 本館棟
鉄筋コンクリート造３階建
延べ面積２，８６９．７１平方メートル

車庫
鉄骨造平屋建
延べ面積７６．６５平方メートル

渡り廊下
アルミニウム合金造平屋建
延べ面積３５．３８平方メートル

自転車置場
アルミニウム合金造平屋建
延べ面積８．２０平方メートル

ポンプ室
鉄骨造平屋建
延べ面積５．００平方メートル
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議第１３４号 土地の無償貸付けについて
[担当課：警察本部装備施設課]

１ 無償で貸し付ける理由 民間資金を活用して警察職員宿舎を整備し、及び管理
するため

２ 貸し付ける土地の概要 所在地 岐阜市大福町５丁目１３番１ほか２筆
地 目 宅地
面 積 ２，５９３．０４平方メートル

３ 貸 付 け の 相 手 方 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１３番３号
セキスイハイム中部株式会社

４ 貸 付 期 間 平成３１年７月８日から平成６１年７月７日まで
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議第１３５号 徳山ダム上流域の山林の取得について
[担当課：水資源課]

県は、徳山ダム上流域の公有地化を推進するため、次の山林の取得（共有持分の
取得を含む。）をする。

１ 所 在 地 揖斐郡揖斐川町門入字立石谷１６９９番２ほか２６筆

２ 取得予定面積 ６，４２４，８８３．８１平方メートル（うち、共有持分の取
得に係る山林の面積は、６，４２４，８８３.８１平方メートル
（共有持分の取得に係る山林の筆ごとの面積に当該筆に係る県
が取得する共有持分の割合を乗じて得た数に相当する面積の合
計は、１１２,６７０.１２平方メートル））

３ 所 有 者 王子ホールディングス株式会社ほか６名

４ 取得予定金額 １２，５４３，３３３円

５ 取得の方法 買収

【参考】
今回上程分に係る山林の取得状況

今回の議案に 持分割合換算面積(B) 取得割合
筆数 係る土地全体 ((A)に持分割合を乗 (全取得対象面積

の面積(A) じた換算面積) 約17,700haに対す
る(B)の割合）

完全取得する山林 0筆 0.0 ha 0.0 ha 0.00 ％
持分取得する山林 27筆 642.5 ha 11.3 ha 0.06 ％
合 計 27筆 642.5 ha 11.3 ha 0.06 ％

↓
既取得割合（約90.85％）を加えると、90.91％

（※端数処理のため合計が合わないことがある。）

筆 数：今回取得する土地の筆数

※ 完全取得：単独所有山林の取得及び共有山林の共有持分の全部の取得

持分取得：共有山林の共有持分の一部の取得
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議第１３６号 指定管理者の指定について
[担当課：地域スポーツ課]

岐阜県長良川スポーツプラザに係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市宇佐南３丁目６番２０号
株式会社技研サービス

２ 指 定 の 期 間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

議第１３７号 指定管理者の指定について
[担当課：環境企画課]

岐阜県中部山岳国立公園乗鞍鶴ヶ池駐車場に係る指定管理者を次のとおり指定す
る。

１ 指定管理者となる団体 高山市丹生川町坊方２１１９番地１
乗鞍国際観光株式会社

２ 指 定 の 期 間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

議第１３８号 指定管理者の指定について
[担当課：文化創造課]

ぎふ清流文化プラザに係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市学園町３丁目４２番
公益財団法人岐阜県教育文化財団

２ 指 定 の 期 間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで



- 9 -

議第１３９号 指定管理者の指定について
[担当課：障害福祉課]

岐阜県福祉友愛アリーナに係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市下奈良２丁目２番１号
一般社団法人岐阜県障害者スポーツ協会

２ 指 定 の 期 間 平成３１年６月１日から平成３３年３月３１日まで

議第１４０号 当せん金付証票の発売について
[担当課：財政課]

１ 発売総額 １９，０００，０００，０００円以内

２ 充当事業 市町村振興助成事業、教育文化施設整備事業、緑化推進事業、交通
安全施設整備事業、地域国際化推進事業、文化行事等運営事業、高
齢化少子化施策事業、地域情報化事業、芸術文化振興事業、災害対
策・予防事業、地域経済活性化事業、社会貢献活動事業、環境保
全・創造事業及び調査研究・人材育成事業

３ 発売期間 平成３１年４月から平成３２年３月まで

議第１４１号 岐阜県水道事業の未処分利益剰余金の処分について
[担当課：水道企業課]

平成２９年度岐阜県水道事業の未処分利益剰余金３，４３３，０８７，８４１円
を次のとおり処分する。

１ 資 本 金 へ の 組 入 れ １，２６０，９８５，２２７円

２ 減債積立金への積立て ５５７，７００，８０５円

３ 建設改良積立金への積立て １，６１４，４０１，８０９円
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議第１４２号 岐阜県工業用水道事業の未処分利益剰余金の処分について
[担当課：水道企業課]

平成２９年度岐阜県工業用水道事業の未処分利益剰余金４６，９４４，６０９円
を次のとおり処分する。

１ 資 本金へ の組入れ ２８，８８５，５０５円

２ 減債積立金への積立て １８，０５９，１０４円


